
第四次産業⾰命スキル習得講座（Re スキル講座）認定制度とは

「第四次産業革命スキル習得講座（Re スキル講座）認定制度」は、IT・データを中心とした将来の成長が強く見

込まれ、雇用創出に貢献する分野において、社会人が高度な専門性を身に付けてキャリアアップを図る、専門

的・実践的な教育訓練講座を経済産業大臣が認定する制度です。

詳細は 経済産業省の Web ページ をご覧ください。

認定情報

講座名： IEC 62443 OT セキュリティ基礎＆実践コース （個人資格認定）

認定の適用日： 令和 7 年 4 月 1 日

認定の期間： 令和 7 年 4 月 1 日 ～ 令和 10 年 3 月 31 日

認定番号： 50715-1287

⼈材開発⽀援助成⾦
Re スキル講座を企業内の⼈材育成に⽤いる際に⼀定の要件を満たした場合、「⼈材開発⽀援助成⾦」として

企業が助成を受けることができます。

対象講座のポジション

 テュフズードジャパン株式会社

IEC 62443 OT セキュリティ基礎＆実践コース （個人資格認定）

第四次産業革命スキル習得講座 第１５回認定講座一覧

 第４次産業革命スキル習得講 （Re スキル講座）

第四次産業革命スキル習得講座認定制度（METI/経済産業省）

 人材開発支援助成金

人材開発支援助成金｜厚生労働省

 人への投資育成コース

   高度デジタル人材訓練 人材開発支援助成金（人への投資促進コース）のご案内



■□■ Re スキル講座を従業員に受講させた場合の助成率 ■□■

（令和４年度から５年間は、⼈への投資促進コースにおいて訓練経費や訓練期間中の賃⾦の⼀部につ

いて、通常よりも⾼い助成率・助成額で助成されます）

• ⼈への投資促進コース（⾼度デジタル⼈材訓練）

経費助成： 75％（60％）

賃⾦助成： 960 円（480 円）／1⼈1 時間あたり

※括弧内は、中⼩企業以外の助成率・助成額

※厚生労働省 人材開発支援助成金 詳細版パンフレット 「令和 7 年度版 人への投資促進コースのご案内（令和 7 年 4 月 1 日

版）」 P.7（スライド 11） を参考にテュフズードで作成

職業能力開発推進者の選任

事業内職業能力開発計画の策定

詳細は 厚生労働省の Web ページ、詳細版パンフレットの P54（スライド 58） を参照

職業訓練実施計画届の提出（労働局の確認）

・訓練開始日の 6 ヶ月から 1 ヶ月前までの間に管轄労働局かハローワークに提出

支給申請（労働局の確認）

・受験日の翌日から起算して 2 ヶ月以内に管轄労働局へ提出

計画に沿って訓練を実施

変更届の提出 ・計画を変更する場合

助成金の支給の流れ


